
富山県社会福祉協議会 介護福祉士等修学資金のご案内 

                                                

 
 

                       

 ⒈ 貸与対象者（下記の条件にすべてに該当する者） 

  ・所定の介護福祉士養成施設に入学予定の方で、将来県内で介護福祉士として業務に従事する 

   予定の方 

  ・家庭の経済状況から真に修学資金の貸与が必要であると認められる方 

  ・学業優秀な方または卒業後に中核的な介護職として就職する意欲がある方 

 

 ⒉ 貸 与 期 間  養成施設入学（4月）から卒業するまで（ただし、正規の修学年限） 
 
 ⒊ 募 集 定 員  15名 

 

 ⒋ 連帯保証人  1名必要（未成年者の場合は、法定代理人が連帯保証人となります） 
 
 ⒌ 貸 与 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⒍ 返 還 免 除 
養成施設を卒業した日から 1年以内に富山県内において介護福祉士として業務に従事し、

その期間が 5年間に達した場合 

 

 ⒎ 貸与決定までの流れ（予定） 
●令和 6年 8月 26日（月）～9月 27日（金） 募集期間 

●令和 6年 11月 貸付審査・内定 

●令和 7年 4 月 養成施設への入学を確認後、内定者への貸与を正式決定 

 

 ⒏ 申込み方法等 
申請には高校の推薦が必要となります。高校で申請者を取りまとめ、必要書類を提出して

いただきます。 ※申込締切：令和 6年 9月 27日（金）（当日消印有効） 

                                 

 

お問合せ先 
 社会福祉法人富山県社会福祉協議会 富山県福祉人材センター 
 〒930-0094 富山市安住町 5 番 21 号 富山県総合福祉会館（サンシップとやま） TEL076-432-6156 

■ 修学資金の概要 

高校３年生向けの貸付内定制度を行っています 

これから福祉・介護分野への就職を目指す方を学費の面から

サポートすることを目的につくられた制度です。 

＜貸与上限＞ 

①修学費用 （月額）     ５万円 

②入学準備金（入学時）   ２０万円 

③就職準備金（卒業時）   ２０万円 

④国家試験対策費（年額）   ４万円 

※その他生活費加算（生活保護受給世帯等） 
  

※2年間貸与した場合 

総額１６８万円 

介護福祉士として 

県内で５年間勤務 

すると返還免除 


